高知県災害時輸血用血液供給体制整備事業費補助金交付要綱の改正の概要

１　趣旨
　　　現行の高知県災害時輸血用血液供給体制整備事業費補助金交付要綱が、平成２７年５月３１日で効力を失うことにより改正するもの。

２　概要
　　　当該要綱の効力期間を平成２８年５月３１日まで１年間延長したこと。

３　施行期日
　　平成２７年５月１１日
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